
第１回 千歳市在日米軍再編問題検討会議

日 時 平成１８年３月１５日（水） １４：３０～１５：３０

場 所 庁議室

次 第

１ 本部長挨拶

２ 経過報告

①千歳市在日米軍再編問題検討会議の設置について

②在日米軍再編問題のこれまでの経過とその対応について

３ 意見交換



「千歳市在日米軍再編問題検討会議」設置要綱

（設 置）

第１条 在日米軍の再編問題を検討するため （以「千歳市在日米軍再編問題検討会議」

下 「 」という ）を設置する。、 。検討会議

（所掌事務）

第２条 千歳市における在日米軍再編に伴う米軍航空機訓練移転に関する諸問題の検討

を所掌する。

（構 成）

第３条 は、次の各号の職員をもって組織する。検討会議

（１） 本部長は、市長をもって充てる。

（２） 副本部長は、助役及び収入役をもって充てる。

（３） 部員は、教育長、公営企業管理者、企画部長、総務部長、市民環境部長、保健

福祉部長、産業振興部長、建設部長、市立千歳市民病院事務局長、消防長、教育

部長及び水道局長をもって充てる。

（任 期）

第４条 本部長、副本部長、部員の任期は、第２条に定める所掌事項が終了するまでの

期間とする。

（職 務）

第５条 本部長は、 を代表し、会議を主宰する。検討会議

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議の招集）

第６条 は、必要の都度、本部長が招集する。検討会議

２ 本部長は、特に必要があると認めた者の出席を求め、その説明、意見を聞くことが

できる。

（事務局）

第７条 の庶務を行うため、事務局を企画部に設置する。検討会議

２ 事務局長は、企画部次長をもって充てる。

３ 事務局次長は、空港・基地課長、渉外・防災課長及び環境課長をもって充てる。



４ 事務局書記は、空港・基地課、渉外・防災課及び環境課職員をもって充てる。

（委 任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この要綱は、平成１８年３月１５日から施行する。

千歳市在日米軍再編問題検討会議

本部長 市長

副本部長 助役

〃 収入役

部 員 教育長

〃 公営企業管理者

〃 企画部長

〃 総務部長

〃 市民環境部長

〃 保健福祉部長

〃 産業振興部長

〃 建設部長

〃 市立千歳市民病院事務局長

〃 消防長

〃 教育部長

〃 水道局長

事務局

事務局長 企画部次長

事務局次長 空港・基地課長

〃 渉外・防災課長

〃 環境課長

事務局書記 基地係、防災係及び環境保全係の係長及び係員


























